
墨田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を公布す 

る。 

  平成２６年３月２８日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇 

 

墨田区条例第８号 



   墨田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 墨田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年墨田区条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条中第８号を第９号とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第３号

の次に次の１号を加える。 

 ⑷ 職員の休業の状況 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


